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   第 10章 標識類 

 

第１ 標識の表示基準 

消防用設備等の標識類の表示方法並びに大きさ及び色は、規則第９条第４号、第 12 条第

１項第３号イ、第４号イ(ﾊ)、第 13 条の６第４項第３号イ、第 14 条第１項第３号ハ、第５

号の２ハ、第６号ホ、第６号の２、第 16条第３項第３号ホ(ﾛ)、第４号、第 18条第４項第４

号イ、第 10号ロ(ﾎ)、第 13号、第 19条第５項第 11号ハ、第 15号ニ、第６項第４号、第 20

条第５項、第 21条第４項第 14号、第５項、第 22条第４号イ及びロ、第６号、第 24条第３

号ロ、第 24 条の２の３第１項第６号ロ、第 25 条第３項第４号ロ、第４項第２号、第 25 条

の２第２項第４号ホ、第 27条第１項第３号ロ、第 28条の３第４項第９号、第 30条第７号、

第８号、第 30 条の３第４号二、第 31 条第４号、第６号二、第７号、第 31 条の２第５号、

第８号、第９号イ、第 31条の２の２第７号イ、第８号二(ﾛ)、告示第 12号第４第５号、告示

第 17 号第２第２号(3)、第７号(2)、共住省令第３条第３項第２号へ及びト、第５条第２項

第１号ハ、第２号ハ、告示第 18号第３第７号、告示第 19号第３第６号、第４第４号、加圧

防排煙告示第３第 11号及び第 12号、省令第 23号第４条第７号、第 15号、第５条から第９

条まで及び火災通報装置の基準（平成８年消防庁告示第１号）第３第 17 号の規定並びに前

各章に定めるもののほか、次の表のとおりとする。◆ 

 

 
表示基準 

設置 

場所 

消 

火 

設 

備 

消

火

器

具 

消 火 器 

消 火 器 
消 火 器 

当該消火器具のある

場所の見やすい位置 

使 用 方 法 

使 用 方 法 

（注）当該消火器の使

用方法を簡記すること 

簡易消火用具 

水 バ ケ ツ 消 火 バ ケ ツ 

水 そ う 消 火 水 槽 

乾 燥 砂 消 火 砂 

膨 張 ひ る 石 

又 は 

膨 張 真 珠 岩 

消 火 ひ る 石 

屋 内 消 火 栓 

設 備 

屋 内 消 火 栓 消 火 栓 屋内消火栓箱の表面 

電源用開閉器 屋 内 消 火 栓 設 備 用 
当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

区 分 

種 別 
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スプリンクラー 

設 備 

制 御 弁 

 

当該設備の直近の見

や す い 位 置 送 水 口 

 

 

 

（注）当該スプリンク

ラー設備の有効な送水

圧力範囲の数値を表示

すること 

末 端 試 験 弁 
 

補助散水栓箱 消 火 用 散 水 栓 
補助散水栓箱の表面 

電源用開閉器 スプリンクラー設備用 
当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

水噴霧消火設備等 

手動起動装置 

 

 

 

(注)泡消火設備又は粉

末消火設備の場合は「水

噴霧」とあるのをそれぞ

れ「泡」又は「粉末」と

する 

当該設備の直近の見

や す い 位 置 

 

 

 

 

（注）ハロゲン化物消火

設備の場合は「不活性ガ

ス」とあるのを「ハロゲ

ン化物」とし、それぞれ

の消火剤の種類を( )内

に明記する 

電源用開閉器 

 

水 噴 霧 消 火 設 備 用 

 

（注）泡消火設備、不活

性ガス消火設備、ハロゲ

ン化物消火設備又は粉

末消火設備の場合は｢水

噴霧｣とあるのをそれぞ

れ「泡」、｢不活性ガス」、

｢ハロゲン化物」又は「粉

末」とする 

当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

制 御 弁 
（スプリンクラー） 

送 水 口 
（スプリンクラー） 

送 水 圧 M P a ～ M P a 

末 端 試 験 弁 
（スプリンクラー） 

水 噴 霧 消 火 設 備 

手 動 起 動 装 置 

不 活 性 ガ ス 消 火 

設 備 

手 動 起 動 装 置 
（      ） 
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選 択 弁 
（ 

 
 

） 

選
択
弁 

（注） 

( )内に

は、受け

持つ防護

区画名又

は防護対

象物名を

記入する

こと 

当該設備の直近の見

や す い 位 置 

制 御 弁 

 

 

 

 

ホース接続口 

 

 

 

移動式消火設

備 

 

 

 

 

（注）粉末消火設備の

場合は｢泡｣とあるのを

｢粉末｣とする 
泡消火設備にあって

は泡消火用具格納箱

の表面、その他にあ

っては貯蔵容器の直

近の見やすい位置 

 

 

 

 

（注）ハロゲン化物消火

設備の場合は「不活性ガ

ス」とあるのを「ハロゲ

ン化物」とし、それぞれ

の消火剤の種類を( )

内に明記する 

屋 外 消 火 栓 

設 備 

屋外消火栓箱 

 

屋外消火栓箱の表面 

屋 外 消 火 栓 屋 外 消 火 栓 
当該設備の直近の見

や す い 位 置 

電源用開閉器 屋 外 消 火 栓 設 備 用 
当該開閉器の直近の

見 や す  い 位 置 

制 御 弁 

（ 水 噴 霧 消 火 ） 

ホ ー ス 接 続 口 

（ 泡 消 火 設 備 ） 

移 動 式 

泡 消 火 設 備 

移   動   式 
不活性ガス消火設備 

（ ） 

ホ ー ス 格 納 箱 

（ 屋 外 消 火 栓 ） 
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警

報

設

備 

自動火災報知設備 電源用開閉器 
 当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

ガス漏れ火災警報

設 備 
電源用開閉器 

 当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

消防機関へ通報す

る火災報知設備 

発 信 機 火 災 報 知 機 
発信機の上方で見や

す い 位 置 

火災通報装置

の電源用開閉

器 

火 災 通 報 装 置 用 
当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

回線終端装置

等の電源用開

閉 器 

 

 

 

（注）当該設備又は回線

終端装置等であると認

識できる範囲において

設備名称又は回線終端

装置等名称を簡記する

ことができる 

当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

火災通報装置

の配線の接続

部 

火 災 通 報 装 置 用 
当該配線の接続部の

直近の見やすい位置 

回線終端装置

等の配線の接

続 部 

 

 

 

（注）当該設備又は回線

終端装置等であると認

識できる範囲において

設備名称又は回線終端

装置等名称を簡記する

ことができる 

当該配線の接続部の

直近の見やすい位置 

非 常 警 報 

設 備 
電源用開閉器 非 常 警 報 設 備 用 

当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

避

難

設

備 

避 難 器 具 避 難 器 具 

 

避 難 器 具 

 

（注）避難はしご、救助

袋等避難又は救助の文

字を有する器具名にあ

っては当該器具名とす

る こ と が で き る 

当該器具を設置し、
又は格納する場所の
見 や す い 位 置 

自 動 火 災 

報 知 設 備 用 

ガ ス 漏 れ 火 災 

警 報 設 備 用 

火災通報装置に係る 

回線終端装置等用 

火災通報装置に係る 

回線終端装置等用 
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使 用 方 法 

 

使 用 法 

 

（注）当該避難器具の使

用方法を簡記すること 

避難器具である旨の

標識の直近で見やす

い 位 置 

誘 導 灯 電源用開閉器 誘 導 灯 用 
当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

消

火

活

動

上

必

要

な

施

設 

連 結 送 水 管 

送 水 口 

 

当該設備の直近の見
や す い 位 置 

放 水 口 

 

ホ ー ス 

格 納 箱 

 
当該格納箱の表面 

電源用開閉器 連 結 送 水 管 用 
当該開閉器の直近の
見 や す い 位 置 

非常コンセント設

備 

保 護 箱 非 常 コ ン セ ン ト 当該保護箱の表面 

電源用開閉器 
 当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

排 煙 設 備 電源用開閉器 排 煙 設 備 用 
当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

連 結 散 水 設 備 送 水 口 
 当該設備の直近の見

や す い 位 置 

無線通信補助設備 

保 護 箱 
 

当該保護箱の表面 

電源用開閉器 
 当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

必

要

と

さ

れ

る

防

パッケージ型消火

設 備 

パッケージ型

消 火 設 備 

 

当 該 設 備 の 表 面 
パッケージ型自動

消 火 設 備 

パッケージ型

自動消火設備 

 

共同住宅用スプリ

ン ク ラ ー 設 備 

制 御 弁 制 御 弁 
当該設備の直近の見

や す い 位 置 

試 験 弁 試 験 弁 
当該設備の直近の見

や す い 位 置 

無 線 通 信 補 助 

設 備 用 

無 線 機 接 続 端 子 

消 防 隊 専 用 

 

送 水 口 

（連結散水設備） 

ホ ー ス 格 納 箱 
（ 消 防 隊 専 用 ） 

送 水 口 
（ 消 防 隊 専 用 ） 

放 水 口 
（ 消 防 隊 専 用 ） 

非常コンセント 

設 備 用 

パ ッ ケ ー ジ 型 

消 火 設 備 

 

パ ッ ケ ー ジ 型 

自 動 消 火 設 備 用 
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火

安

全

性

能

を

有

す

る

消

防

の

用

に

供

す

る

設

備

等 

電源用開閉器 

 

 

 

（注）当該設備であると

認識できる範囲におい

て設備名称を簡記する

ことができる 

当該開閉器の直近の

見やすい位置 

送 水 口 

 

 

 

 

 

（注）当該設備であると

認識できる範囲におい

て設備名称を簡記する

ことができる 

当該設備の直近の見

や す い 位 置 

共同住宅用自動火災

報 知 設 備 
電源用開閉器 

 

 

 

 

（注）当該設備であると

認識できる範囲におい

て設備名称を簡記する

ことができる 

当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

住戸用自動火災報

知 設 備 
電源用開閉器 

 

 

 

 

（注）当該設備であると

認識できる範囲におい

て設備名称を簡記する

ことができる 

当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

共同住宅用非常警

報 設 備 
電源用開閉器 

 

 

 

 

（注）当該設備であると

認識できる範囲におい

て設備名称を簡記する

ことができる 

当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

共同住宅用連結送

水 管 

送 水 口 

 

 

 

 

 

当該設備の直近の見

や す い 位 置 

放 水 口 

 

 

 

 

当該設備の直近の見

や す い 位 置 

ホ ー ス 

格 納 箱 

 当該設備の直近の見

や す い 位 置 

住 戸 用 

自 動 火 災 報 知 

設 備 用 

送 水 口 

(共同住宅用 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ) 

送水圧 M P a～ M P a 

共 同 住 宅 用 

スプリンクラー設備用 

共 同 住 宅 用 

自 動 火 災 報 知 

設 備 用 

送 水 口 

（消防隊専用） 

放 水 口 

（ 消 防 隊 専 用 ） 

ホ ー ス 格 納 箱 

（ 消 防 隊 専 用 ） 

共 同 住 宅 用 

非 常 警 報 

設 備 用 
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電源用開閉器 

 

 

 

（注）当該設備であると

認識できる範囲におい

て設備名称を簡記する

ことができる 

当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

共同住宅用非常コ

ン セ ン ト 設 備 
電源用開閉器 

 

 

 

 

（注）当該設備であると

認識できる範囲におい

て設備名称を簡記する

ことができる 

当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

加圧防排煙設備 電源用開閉器 加 圧 防 排 煙 設 備 用 
当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

特定駐車場用泡消

火 設 備 

電源用開閉器 

 

 

 

（注）当該設備であると

認識できる範囲におい

て設備名称を簡記する

ことができる 

当該開閉器の直近の

見 や す い 位 置 

末 端 試 験 弁 

 
当該設備の直近の見

や す い 位 置 

 

共 同 住 宅 用 

連 結 送 水 管 用 

共 同 住 宅 用 

非常コンセント設備用 

特 定 駐 車 場 用 

泡 消 火 設 備 用 

末 端 試 験 弁 

（ 特 定 駐 車 場 用

泡 消 火 ） 


